
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
七

○
県
代
行
公
共
下
水
道
設
置
工
事
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
七

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
七

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
八

○
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
九

○
国
土
調
査
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
一

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
一

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
及
び
山
梨
県
指
定
史
跡
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
一

○
山
梨
県
指
定
史
跡
の
指
定
地
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
二

公
安
委
員
会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
三

正
　
　
　
誤

○
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
付
け
号
外
第
二
十
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
　
長
供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

都
留
道
志
線

都
留
市
上
谷
字
金
山
一
三
三
一
番
の

二
六
二
・
〇

平
成
十
四
年

二
地
先
か
ら

七
月
十
六
日

都
留
市
小
野
字
カ
ジ
ヤ
坂
三
〇
八
番

の
三
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
市

町
村
に
代
わ
っ
て
県
が
設
置
を
行
っ
た
公
共
下
水
道
の
名
称
、
工
事
の
区
域
又
は
区
間
、
工
事
の
内
容

及
び
工
事
の
完
了
の
日
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
公
共
下
水
道
の
名
称

中
富
町
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二
　
工
事
の
区
域
又
は
区
間

中
富
町
飯
富
地
区
、
伊
沼
地
区
、
八
日
市
場
地
区
、
切
石
地
区
、
寺
沢
地
区
、
手
打
沢
地
区
及
び

西
島
地
区

三
　
工
事
の
内
容

公
共
下
水
道
の
幹
線
管
渠
及
び
終
末
処
理
場
の
設
置
（
汚
泥
処
理
施
設
を
除
く
。）

四
　
工
事
の
完
了
の
日

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

山
梨
市
上
神
内
川
字
幸
ノ
神
八
四
二
番
二
六
、
八
四
三
番
三
、
八
四
三
番
四
、
八
四
三
番
五

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
　
四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
　
　
最
小
　
四
・
〇
四
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
四
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年七

月
四
日

第
千
三
百
一
号

木　曜　日



三
十
四
・
八
八
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
字
沖
田
二
一
五
一
番
六
三

二
　
道
路
の
幅
員

四
・
六
二
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
十
・
二
五
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

東
八
代
郡
石
和
町
唐
柏
字
池
田
四
九
五
番
四

二
　
道
路
の
幅
員

四
・
七
五
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
十
四
・
九
六
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
六
月
二
十
一
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
山
梨
県
断
酒
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
大
勝
克
己

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
湯
村
三
丁
目
五
百
七
十
一
番
地
の
四
十
七

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
山
梨
県
内
の
酒
害
に
悩
み
苦
し
む
人
々
と
家
族
、
子
供
な
ど
、
酒
害
か
ら
の
回

復
と
癒
し
を
求
め
る
者
を
支
援
し
、
断
酒
に
よ
っ
て
明
る
い
人
生
の
建
設
を
目
指
す
と
と
も
に
、

酒
害
に
関
す
る
啓
発
活
動
を
行
い
、
酒
害
の
及
ぼ
す
社
会
悪
の
防
止
に
つ
と
め
、
健
全
な
家
庭
生

活
を
営
み
、
広
く
社
会
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　

有
限
会
社
あ
さ
や
ま
　
代
表
取
締
役

富
士
吉
田
市
大
明
見
四
千
五
百
三
十
一
番
地

桑
原
孝
正

株
式
会
社
コ
メ
リ
　
代
表
取
締
役
　
捧

新
潟
県
新
潟
市
米
山
四
丁
目
一
番
二
十
八
号

賢
一

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
北
麓
市
場

（二）

所
在
地
　
南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
字
高
芳
千
四
百
番
地
三
十
一

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
四
日

三
四
八



株
式
会
社
サ
ン
フ
ー
ズ
　
代
表
取
締
役

富
士
吉
田
市
下
吉
田
五
千
八
百
四
十
五
番
地

桑
原
孝
正

株
式
会
社
コ
メ
リ
　
代
表
取
締
役
　
捧

新
潟
県
新
潟
市
米
山
四
丁
目
一
番
二
十
八
号

賢
一

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
五
年
一
月
三
十
一
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
九
百
十
平
方
メ
ー
ト
ル

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
五
月
三
十
日

�

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
指

導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
試
験
を
実
施
す
る
職
種
及
び
試
験
科
目

１
　
次
の
職
種
に
つ
い
て
学
科
試
験
を
行
う
。

機
械
科
、
電
子
科
、
洋
裁
科
、
和
裁
科
及
び
建
築
科

２
　
試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

免
許

学
　
　
科
　
　
試
　
　
験
　
　
の
　
　
科
　
　
目

職
種

関
　
　
　
　
　
連
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
科

指
　
導
　
方
　
法

機
械
科

一
　
系
基
礎
学
科

一
　
職
業
訓
練
原

１
　
機
械
工
学
（
機
械
要
素
、
機
構
と
運
動
）

理

２
　
材
料
（
材
料
力
学
、
金
属
材
料
、
非
金
属
材
料
、
潤
滑

二
　
教
科
指
導

油
及
び
切
削
剤
）

三
　
訓
練
生
の
心

３
　
工
作
法
（
Ｎ
Ｃ
工
作
法
、
機
械
工
作
法
、
ジ
グ
、
工
具

理

）

四
　
生
活
指
導

４
　
測
定
法
（
測
定
及
び
試
験
機
器
、
測
定
法
、
形
状
測
定

五
　
職
業
訓
練
関

、
材
料
試
験
）

係
法
規

５
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
、
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
加
工
法
（
切
削
加
工
法
、
研
削
加
工
法
、
金
型
工
作
法

、
精
密
加
工
法
）

２
　
機
械
製
図
（
機
械
製
図
法
、
機
械
設
計
法
、
テ
ク
ニ
カ

ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
）

電
子
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
電
気
理
論
（
電
気
磁
気
学
、
直
流
及
び
交
流
理
論
）

２
　
電
子
工
学
（
デ
ジ
タ
ル
回
路
、
ア
ナ
ロ
グ
回
路
、
半
導

体
工
学
測
定
法
）

３
　
電
気
及
び
電
子
機
器
（
電
気
機
器
、
電
子
機
器
）

４
　
材
料
（
電
気
材
料
、
電
子
部
品
）

５
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
、
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
通
信
工
学
（
情
報
理
論
、
通
信
シ
ス
テ
ム
方
式
、
伝
送

工
学
及
び
通
信
処
理
）

２
　
機
器
設
備
（
端
末
設
備
、
伝
送
交
換
設
備
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
）

３
　
制
御
工
学
（
制
御
理
論
、
数
値
制
御
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

制
御
）

４
　
工
作
法
（
電
子
機
器
の
組
立
て
、
修
理
及
び
調
整
法
）

洋
裁
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
被
服
学
（
被
服
史
、
被
服
論
、
縫
製
）

２
　
デ
ザ
イ
ン
（
色
彩
、
造
形
、
デ
ザ
イ
ン
画
、
製
図
）

３
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
、
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
被
服
科
学
（
被
服
管
理
、
被
服
衛
生
、
被
服
用
材
料
）

２
　
被
服
デ
ザ
イ
ン
（
服
飾
心
理
、
商
品
企
画
、
着
装
画
、

色
彩
法
及
び
ス
タ
イ
ル
画
）

３
　
縫
製
知
識
（
採
寸
法
、
裁
断
法
、
縫
製
法
及
び
服
飾
手

芸
）

和
裁
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
裁
縫
知
識
（
裁
縫
工
程
、
裁
縫
用
具
、
見
積
り
）

２
　
縫
製
法
（
縫
製
法
、
縫
製
用
材
料
）

３
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
、
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
和
裁
法
（
裁
縫
工
程
、
和
服
の
種
類
、
裁
縫
法
）

２
　
被
服
学
（
被
服
史
、
被
服
論
、
被
服
科
学
、
服
装
美
学

）

建
築
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
建
築
工
学
（
構
造
力
学
、
建
築
構
造
、
建
築
施
工
、
測

量
、
建
築
製
図
、
関
係
法
規
）

２
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
、
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
四
日

三
四
九



１
　
建
築
設
計
（
建
築
設
計
、
設
備
設
計
、
建
築
計
画
）

２
　
施
工
法
（
建
築
施
工
法
、
建
築
工
事
、
規
く
術
、
木
材

工
作
法
、
仕
様
及
び
積
算
）

３
　
材
料
（
建
築
用
材
料
）

３
　
前
記
以
外
の
職
種
に
つ
い
て
も
、
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
が
免
除

さ
れ
る
者（
一
級
又
は
単
一
等
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
及
び
他
法
令
に
よ
る
資
格
取
得
者
）

に
対
し
て
、
指
導
方
法
の
み
の
試
験
を
行
う
。

二
　
受
験
資
格

１
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

二
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。）
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
者

２
　
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

二
　
禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

三
　
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
試
験
の
免
除

実
技
試
験
の
全
部
又
は
学
科
試
験
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
及

び
そ
の
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
免
除
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

免
許
職
種

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
　
除
　
の
　
範
　
囲

全
職
種
共
通

免
許
職
種
に
関
し
、
一
級
技
能
検
定
又
は
単
一
等
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科

級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

試
験
の
う
ち
関
連
学
科

免
許
職
種
に
関
し
、
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
実
技
試
験
の
全
部

た
者

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法

及
び
関
連
学
科
の
系
基
礎
学

科
（
当
該
免
許
職
種
に
係
る

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
係

る
系
基
礎
学
科
と
同
一
の
系

基
礎
学
科
に
限
る
。）

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
実
技
試
験
の
全
部

い
て
実
技
試
験
に
合
格
し
た
者

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科
試
験
の
う
学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法

ち
指
導
方
法
に
合
格
し
た
者

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

い
て
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科
の
系
基
礎
学
科
又
は
専
攻
学

又
は
専
攻
学
科

科

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科
試
験
の
う
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科
に
合
格
し
た
者

の
系
基
礎
学
科
（
当
該
職
業

訓
練
指
導
員
試
験
に
係
る
系

基
礎
学
科
と
同
一
の
系
基
礎

学
科
に
限
る
。）

免
許
職
種
に
関
し
、
応
用
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

を
修
了
し
た
者

免
許
職
種
に
関
し
、
専
門
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

を
修
了
し
た
者

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業

し
た
者

省
令
別
表
第

省
令
別
表
第
十
一
の
三
の
免
許
職
種
に
掲
げ
る
免
省
令
別
表
第
十
一
の
三
の
免

十
一
の
三
に

許
職
種
に
つ
い
て
同
表
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
除
の
範
囲
の
欄
に
掲
げ
る
試

掲
げ
る
免
許

こ
と
が
で
き
る
者
の
欄
に
掲
げ
る
者

験

職
種

四
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

１
　
日
時
　
平
成
十
四
年
九
月
六
日
（
金
）
午
前
九
時

２
　
場
所
　
塩
山
市
上
於
曽
千
三
百
八
番
地
　
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

五
　
受
験
手
続
　

１
　
受
験
申
請
書
類

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
、
履
歴
書
、
身
分
証
明
書
、
写
真
二
枚
（
ラ
イ
カ
判
と
し
、

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
脱
帽
の
写
真
で
、
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し

た
も
の
。
申
請
書
及
び
受
験
票
（
控
）
に
は
り
付
け
る
こ
と
。）
及
び
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と

を
証
明
す
る
書
類

２
　
試
験
の
免
除
申
請

試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
三
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

添
付
す
る
こ
と
。

３
　
申
請
書
類
の
提
出
先

塩
山
市
上
於
曽
千
三
百
八
番
地
　
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
（
郵
送
に
よ
り
受
験
申
請

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
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を
す
る
場
合
は
、
必
ず
書
留
郵
便
と
す
る
こ
と
。）

４
　
申
請
書
類
の
提
出
期
間

平
成
十
四
年
七
月
一
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。）。
た

だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
平
成
十
四
年
七
月
十
九
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

５
　
受
験
手
数
料

三
千
百
円
（
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
に
、
三
千
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県

収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。）

受
験
手
数
料
は
、
申
請
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
を
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
還
付
し
な
い
。

６
　
受
験
票
の
交
付

受
験
申
請
を
受
け
付
け
た
後
、
そ
の
内
容
を
審
査
の
上
受
験
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

に
受
験
票
を
交
付
す
る
。

六
　
合
格
発
表

平
成
十
四
年
十
月
四
日
（
金
）
に
合
格
者
氏
名
を
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
本
部
講
義
棟

玄
関
前
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
本
人
あ
て
通
知
す
る
。

七
　
そ
の
他

１
　
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
用
紙
は
、
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
に
お
い
て
交

付
す
る
。
な
お
、
申
請
書
用
紙
の
請
求
又
は
受
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
を
郵
便
で
す
る
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
「
受
験
申
請
書
請
求
」
又
は
「
受
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
」
と
明
記
し
、

百
四
十
円
切
手
を
は
り
付
け
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

２
　
各
職
種
に
お
い
て
、
受
験
申
請
者
の
数
が
著
し
く
多
く
な
っ
た
と
き
は
、
受
験
申
請
締
切
日
前

で
あ
っ
て
も
申
請
の
受
付
を
打
ち
切
る
こ
と
が
あ
る
。

３
　
受
験
に
対
す
る
注
意
事
項
（
集
合
時
間
、
携
帯
品
等
）
は
、
後
日
受
験
票
を
も
っ
て
通
知
す
る
。

４
　
試
験
に
つ
い
て
の
不
明
な
点
は
、
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
（
塩
山
市
上
於
曽
千
三
百

八
番
地
（
電
話
〇
五
五
三
│
三
二
│
五
二
〇
二
））
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

�

国
土
調
査
の
指
定

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
国
土
調
査
の
指
定
年
月
日

平
成
十
四
年
六
月
十
四
日

二
　
調
査
を
行
う
者
の
名
称

市
川
大
門
町
及
び
身
延
町

三
　
調
査
地
域

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
大
字
印
沢
及
び
黒
沢
の
一
部
並
び
に
南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
下
山
字
川
除

下
の
全
域

四
　
調
査
期
間

平
成
十
四
年
七
月
四
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
敷
島
町
中
下
条
字
不
動
ノ
木
一
六
四
一
の
四
、
一
六
四
一
の
五
、
一
六
四
一
の
六
、
一

六
四
一
の
七
、
一
六
四
一
の
八
、
一
六
四
一
の
九
、
一
六
四
一
の
一
〇
、
一
六
四
一
の
一
一
、
一
六

四
四
の
五
及
び
一
六
四
四
の
六

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

水
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

ご
み
置
場

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
敷
島

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
伊
勢
四
丁
目
二
十
二
番
一
号
　
西
甲
府
住
宅
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
戸
田
克
己

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
文
化
財
を
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
及
び
山
梨
県
指
定
史
跡
と
し

て
指
定
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

山
梨
県
公
報
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委
員
長
　
　
渡
　
　
邊
　
　
　
　
　
彬

有
形
文
化
財
の
部

歴
史
資
料

名
　
称

員
数

構
　
造
　
及
　
び
　
形
　
式

所
有
者
所
有
者
の
住
所
所
在
の

場
所

右
左
口
区
有

二
、

古
文
書

中
道
町
東
八
代
郡
中
道
同
上

文
書
及
び
関

五
二

古
文
書
　
　
　
　
　
二
、
五
〇
七
点
右
左
口
町
右
左
口
九
五

連
資
料
一
括

六
点

古
文
書
厨
子
及
び
石
櫃

区

番
地

厨
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
基

石
櫃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
点

曲
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
点

木
箱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
点

包
み
布
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
枚

鑑
札
及
び
焼
印

鑑
札
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
点

焼
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
点

枡
枡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
点

制
札制

札
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
点

考
古
資
料

名
　
称

員
　
数
　
　
構
　
造
　
及
　
び
　
形
　
式

所
有
者

所
有
者
の

所
在
の
場
所

住
所

桂
野
遺
跡
出
一
点

残
存
高
五
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

御
坂
町

東
八
代
郡
御
東
八
代
郡
御

土
、
大
形
深

口
縁
部
幅
三
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

坂
町
栗
合
八
坂
町
栗
合
三

鉢
（
渦
巻
文

、
底
部
径
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

七
番
地

七
四
番
地
御

）
土
器

坂
町
農
村
環

境
改
善
セ
ン

タ
ー

稲
荷
塚
古
墳
一
九
〇
土
　
器

山
梨
県

甲
府
市
丸
の
東
八
代
郡
中

出
土
、
銅
鋺
点

土
師
器
　
　
　
　
　
　
　
　
九
点

内
一
丁
目
六
道
町
下
曽
根

・
象
嵌
大
刀

須
恵
器
　
　
　
　
　
　
　
四
七
点

番
一
号

九
二
三
番
地

等
出
土
品
一

鉄
製
品

山
梨
県
立
考

括

武
器
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
点

古
博
物
館

馬
具
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
点

甲
冑
・
小
札
類
　
　
　
　
四
三
点

銅
製
品

銅
鋺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
点

刀
装
具
　
　
　
　
　
　
　
　
一
点

装
身
具
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
点

大
坪
遺
跡
出
一
点

底
径
七
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

甲
府
市

甲
府
市
丸
の
甲
府
市
上
今

土
、
刻
書
土

高
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

内
一
丁
目
一
井
町
二
、
五

器

八
番
一
号

一
〇
番
地
甲

府
市
教
育
委

員
会
甲
文
館

塔
之
越
経
塚
一
四
八
経
筒
（
蓋
付
き
）

二
点
双
葉
町

北
巨
摩
郡
双
北
巨
摩
郡
双

出
土
、
経
筒
点

紙
本
経
残
片
　
　
　
　
　
　
　
七
点

葉
町
下
今
井
葉
町
下
今
井

・
銭
貨
等
一

銭
貨
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
点

一
七
一
番
地
二
三
六
│
二

括

用
途
不
明
鉄
製
品
　
　
　
　
　
一
点

番
地

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
部

史
　
跡

名
　
称

所
　
　
在
　
　
地

所
有
者

指
　
定
　
地
　
域

恋
塚
一
里
塚

北
都
留
郡
上
野
原
町
大
野
字
犬
目
字
塚
之

上
野
原
町
北
都
留
郡
上
野
原
町
大
野
字

沢
一
、
三
五
三
│
八
番
地

犬
目
字
塚
之
沢
一
、
三
五
三

│
八
番
地
二
七
一
平
方
メ
ー

ト
ル

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第

三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
山
梨
県
指
定
史
跡
に
つ
い
て
、
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
追
加
又
は
解
除
し
て
、
同
表
下
欄
の
よ
う
に
改
め
て
山
梨
県
指
定
史
跡
に
指
定

す
る
。平

成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
渡
　
　
邊
　
　
　
　
　
彬

上
　
　
欄

中
　
　
　
　
欄

下
　
　
　
　
　
　
欄

名
　
称

関
係
告
示

地
　
　
　
　
域

所
在
地

所
有
者

指
定
地
域

中
秣
塚
古
墳
平
成
八
年
（
追
加
）

中
巨
摩
郡

竜
王
町
中
巨
摩
郡
竜
王
町

十
一
月
七

北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
井
字

竜
王
町
竜
王

竜
王
字
中
秣
三
六

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
四
日

三
五
二



日
山
梨
県

大
無
垢
理
二
、
八
九
四
│
二

字
中
秣
三
六

六
│
二
番
地
ほ
か

教
育
委
員

番
地
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

六
│
二
番
地

一
筆
五
一
一
平
方

会
告
示
第
（
解
除
）

ほ
か
三
筆

メ
ー
ト
ル

四
号

中
巨
摩
郡
竜
王
町
竜
王
字
中

北
巨
摩
郡
双
葉
町

秣
三
六
六
│
三
番
地
三
九
六

下
今
井
字
大
無
垢

平
方
メ
ー
ト
ル
及
び
北
巨
摩

理
二
、
八
七
八
│

郡
双
葉
町
下
今
井
字
大
無
垢

二
番
地
ほ
か
一
筆

理
二
、
八
七
八
│
一
番
地
四

二
五
三
平
方
メ
ー

三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

ト
ル

公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
七
年
七
月
三
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ぶ
っ

マ
ル
ホ
ン

二
二
〇
二
一
六

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

と
び
ハ
リ

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

ケ
ー
ン

会
社

一
二
七
番
地

一
号
ロ
（
別
表

第
三
）

第
三
種
特
別
電

動
役
物

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ぶ
っ

マ
ル
ホ
ン

二
二
〇
二
五
八

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

と
び
ハ
リ

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

ケ
ー
ン
爆

会
社

一
二
七
番
地

一
号
ロ
（
別
表

風
王

第
三
）

第
三
種
特
別
電

動
役
物

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

ス
ー
パ
ー

マ
ル
ホ
ン

二
一
〇
三
〇
五

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

フ
ァ
イ
ン

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

プ
レ
ー
炎

会
社

一
二
七
番
地

一
号
イ
（
別
表

の
伝
説

第
二
）

第
二
種
特
別
電

動
役
物

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ス
ー

マ
ル
ホ
ン

二
一
〇
三
〇
九

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

パ
ー
フ
ァ

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

イ
ン
プ
レ

会
社

一
二
七
番
地

一
号
イ
（
別
表

ー
逆
転
Ｖ

第
二
）

第
二
種
特
別
電

動
役
物

ベ
ル
コ
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

デ
ジ
ベ
ル

ベ
ル
コ
株

二
四
〇
〇
九
七

鈴
木
暢
晃

規
則
第
六
条
第

Ｒ

式
会
社

東
京
都
台
東
区
東
上
野
一
丁
目
一

二
号
（
別
表
第

二
番
一
三
号
佐
藤
ビ
ル
二
階

五
）

ベ
ル
コ
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

デ
ジ
ナ
ナ

ベ
ル
コ
株

二
四
〇
一
四
五

鈴
木
暢
晃

規
則
第
六
条
第

Ｒ

式
会
社

東
京
都
台
東
区
東
上
野
一
丁
目
一

二
号
（
別
表
第

二
番
一
三
号
佐
藤
ビ
ル
二
階

五
）

株
式
会
社
エ
レ
コ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

タ
ー
ジ
マ

株
式
会
社

二
四
〇
二
二
二

福
田
貞
夫

規
則
第
六
条
第

ハ
ー
ル

エ
レ
コ

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

地
二
五

五
）

株
式
会
社
エ
レ
コ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

コ
コ
パ
ラ

株
式
会
社

二
四
〇
一
九
二

福
田
貞
夫

規
則
第
六
条
第

ダ
イ
ス

エ
レ
コ

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

地
二
五

五
）

株
式
会
社
エ
レ
コ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ロ
ク
ジ
ゾ

株
式
会
社

二
四
〇
一
七
五

福
田
貞
夫

規
則
第
六
条
第

ウ
Ｘ

エ
レ
コ

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

地
二
五

五
）

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

ア
ッ
パ
レ

株
式
会
社

二
四
〇
二
三
七

締
役
　
石
原
昌
幸

規
則
第
六
条
第

メ
イ
タ
ン

オ
リ
ン
ピ

東
京
都
台
東
区
東
上
野
二
丁
目
一

二
号
（
別
表
第

テ
イ

ア

一
番
七
号

五
）

株
式
会
社
ロ
デ
オ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ス
ロ
ッ
タ

株
式
会
社

一
四
〇
五
七
三

谷
澤
鑛
次

規
則
第
六
条
第

ー
キ
ン
タ

ロ
デ
オ

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
四
日

三
五
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
四
日

三
五
四

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

二
号
（
別
表
第

ロ
ウ

三
番
二
号

五
）

株
式
会
社
ロ
デ
オ
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ギ
ン
ギ
ン

株
式
会
社

二
四
〇
二
一
七

谷
澤
鑛
次

規
則
第
六
条
第

マ
ル

ロ
デ
オ

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

二
号
（
別
表
第

三
番
二
号

五
）

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ク
リ

マ
ル
ホ
ン

二
〇
〇
二
九
一

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

ス
タ
リ
ア

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

会
社

一
二
七
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ク
リ

マ
ル
ホ
ン

二
〇
〇
三
二
八

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

ス
タ
リ
ア

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

夢
幻
王
国

会
社

一
二
七
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ぶ
っ

マ
ル
ホ
ン

二
二
〇
三
四
二

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

と
び
ハ
リ

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

ケ
ー
ン
大

会
社

一
二
七
番
地

一
号
ロ
（
別
表

警
報

第
三
）

第
三
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ミ
ズ
ホ
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
も
の

株
式
会
社

二
〇
〇
二
四
四

安
藤
壽
雄

機

の
け
や
し

ミ
ズ
ホ

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

規
則
第
六
条
第

き
Ｘ

地
二
五

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
山
梨
県
規
則
第
十
九
号
（
山
梨
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
　

正
す
る
規
則
）

一
七
　
　
　
　
第
一
号
様
式
の
申

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

請
年
月
日
中


